
令和　８年　４月　１日

（株）シーエム・エンジニアリング

広島県広島市南区松原町２－６２　広島ＪＰビルディング１３階

令和８年度江の川・高津川河川巡視支援業務

浜田河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

本業務は、河川管理業務の支援として、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行う
ため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において業務を行うものであ
る。
１）河川管理上必要な情報等を把握し、把握した異常や河川法に関する不法行
為等に対して必要な処置を講ずるとともに、河川管理上必要な情報及び資料を
収集する。
２）河川管理の一環として定期的・計画的に巡視区域の異常や変化、利用状
況、不法占用等の発見・把握、情報収集、適宜の処置を行う。
３）河川巡視には、定期的に巡視区域内を車両により巡視する一般巡視のほか
堤防や護岸、樋門樋管や不法行為など対象と特定し、より詳細に巡視する目的
別巡視とがある。一般巡視は車両を用いて車上から実施することを標準とし、
目的別巡視では対象に応じて、加えて徒歩等で実施する場合がある。４）河川
巡視の際の具体的実施内容
①河川区域等における違法行為の発見及び報告
②河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況の把握
③河川空間の利用に関わる情報収集
④河川の自然環境に関わる情報収集
⑤特定外来生物（オオキンケイギク等）の防除について
５）異常を認めた場合の処置
６）巡視結果の記録・報告
７）巡視車両の運行と日常管理
８）管理技術者は、担当技術者等から報告を受けた場合は調査職員に報告
９）その他

履 行 期 間 (自) 令和　８年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和１０年　３月３１日

１１０，０００，０００円（税込み）

契約の内容

契 約 業 者 名

業 種 区 分

契 約 金 額

契 約 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 場 所

業 務 の 名 称

業 務 概 要


